
36協定：⑫状況照会 手続例 

○ 「状況照会」とは、申請・提出済みの手続について、事務処理 
 状況の照会を行うことです。 
○ また、審査等の終了後に提出先の機関から発行されたコメン 
 ト通知の確認・取得や申請・届出の取下げなどを行うことができ  
 ます。 
 ※ 「到達番号」及び「問合せ番号」が必要です。 

「到達番号」と「問合せ番号」を入力して、「照会」をクリックし、審査の状況を確
認して下さい。 
補正の指示等が出ている場合は、当該指示に沿って対応をお願いします。 
 ※審査の状況について、ご不明な点は所轄労働基準監督署へお問い合わせ下さい。 

Ｐ８の「電子申請メニュー」から「状況照会」タブを選びます。 
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